
保険料額（年額）

均等割額と
所得割額の合計 ６万４円

※世帯の所得に応じて
　軽減措置があります

※限度額80万円、10円未満
　切り捨て

※基礎控除額とは、合計所得金額が2400万円以下の場合43万円です。2400万円を超える場合は異なります。

= ＋

＋

※1　軽減対象所得金額とは、基本的に総所得金額等と同額ですが、満65歳以上の人の公的年金については「公
的年金等収入－公的年金等控除額－（最大）15万円」となるなど、例外があります。

※2　下線部の計算式は、同一世帯内の被保険者または世帯主のうち２人以上が、給与所得または公的年金等に
係る所得を有する場合に適用されます。

●社会保険※の被扶養者であった人の軽減
　後期高齢者医療制度に加入する日の前日に、社会保険※の被扶養者だった人の保険料は、制度加入後から２
年間に限り、均等割額の軽減措置（５割軽減）を受けることができます。また、所得割額はかかりません。
※社会保険には国民健康保険・国民健康保険組合は当てはまりません。

　災害や失業などにより保険料の納付が困難となった場合は、申請により減免を受けられる場合がありますので、
相談してください。
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均等割額（定額） 所得割額（所得に応じてかかる額）

保険料の軽減措置
●所得の低い人の軽減（均等割額の軽減）　世帯の所得状況に応じて、均等割額を軽減します。

同一世帯内の被保険者および世帯主の軽減対象所得金額※1の合計額

43万円（基礎控除額）＋10万円×（給与所得者等の数－１）※2以下

43万円（基礎控除額）＋30.5万円×被保険者数
＋10万円×（給与所得者等の数－１）※2以下

43万円（基礎控除額）＋56万円×被保険者数
＋10万円×（給与所得者等の数－１）※2以下

令和７年度
軽減割合 均等割額の年額

７割

５割

２割

１万8001円

３万２円

４万8003円

総所得金額等 公的年金等収入－
公的年金等控除額

給与収入－
給与所得控除額

その他の収入－
必要経費= + +
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　認知症の人の話し相手となったり、やりたい事
を一緒に楽しんだりする「まどかオレンジ協力隊」
の隊員を養成します。今回は「基礎編」として、
認知症の種類や症状、認知症の人への接し方など
基礎的なことを学びます。なお、「まどかオレン
ジ協力隊」になるには、この後「応用編」を受講
する必要があります。

●対象者　すでに「認知症サポーター」で、チー
ムオレンジの一員として、まどかオレンジ
協力隊の活動ができる人

●受講科目

●期日　８月28日㈭　午前10時～11時半
●会場　まどかぴあ　303会議室
●定員 25人
●申込方法　◇電話◇ＦＡＸ（氏名、住所、電話
番号を記載）◇市ホームページ

●申込期限　８月18日㈪（必着）
●申し込みと問い合わせ先
すこやか長寿課地域包括支援センター
☎（501)2306　　（573)0022

認知症サポーターステップアップ講座（基礎編）

サポーターになった年度 受講科目

令和２年度以前

令和３年度以降

基礎編と応用編

応用編のみ

※応用編は10～11月開催予定
※サポーターになった年度が不明の場合は問い合わせ
てください。

認知症サポーターの目印
「オレンジリング」

オレンジリングを
もっている人が受講対象

詳しい内容、
申込フォーム
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